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提案理由 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律及び建築基準法の一部改正

に伴い、所要の改正を行うとともに、規定の整備をいたしたく、本案を提案する

ものである。 
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所沢市建築・開発関係手数料条例の一部を改正する条例 

所沢市建築・開発関係手数料条例（平成２８年条例第３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表第１の１の項中「２の項」の次に「及び３の項」を加え、同項⑴中

「７，０００円」を「８，０００円」に改め、同項⑵中「１４，０００円」を

「２０，０００円」に改め、同項⑶中「２４，０００円」を「３４，０００円」

に改め、同項⑷中「５００平方メートル」を「３００平方メートル」に、

「３１，０００円」を「３６，０００円」に改め、同項中⑼を⑽とし、⑸から⑻

までを⑹から⑼までとし、⑷の次に次のように加える。 

⑸ 床面積の合計が３００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの 

３９，０００円 

 別表第１中１２の項を１４の項とし、１１の項を１３の項とし、同表の１０の

項⑴及び⑵中「９の項」を「１１の項」に改め、同項を同表の１２の項とし、同

表の９の項中「１０の項」を「１２の項」に改め、同項⑷中「５００平方メート

ル」を「３００平方メートル」に、「３１，０００円」を「２７，０００円」に

改め、同項中⑼を⑽とし、⑸から⑻までを⑹から⑼までとし、⑷の次に次のよう

に加える。 

⑸ 床面積の合計が３００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの 

３３，０００円 

別表第１中９の項を１１の項とする。 

 別表第１の８の項中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」に改め、同

項を同表の１０の項とし、同表の７の項中「第１８条第１６項」を「第１８条第

２０項」に改め、同項を同表の９の項とし、同表の６の項中「第１８条第１６

項」を「第１８条第２０項」に、「５の項」を「６の項」に改め、同項を同表の

７の項とし、同項の次に次の１項を加える。 
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８ 法第７条第１項又

は第１８条第２０

項の規定に基づく

建築物に関する完

了検査（建築物の

エネルギー消費性

能の向上等に関す

る法律第１１条の

規定に基づく要確

認特定建築行為及

び第１２条の規定

に基づく要通知特

定建築行為に係る

建築物に関する場

合に限る。）  

６の項金額の欄の額（昇降機を含む建築物

の場合は６の項金額の欄の額に７の項金額

の欄の額を加算した額）に、次に定める額

を加算した金額 

⑴ 床面積の合計が 30 平方メートル以内 

のもの 3,000 円 

⑵ 床面積の合計が 30 平方メートルを超 

え100 平方メートル以内のもの 5,000 円 

⑶ 床面積の合計が 100 平方メートルを超

え200 平方メートル以内のもの 6,000 円 

⑷ 床面積の合計が 200 平方メートルを超

え300 平方メートル以内のもの 7,000 円 

⑸ 床面積の合計が 300 平方メートルを超

え500 平方メートル以内のもの 8,000 円 

⑹ 床面積の合計が 500 平方メートルを超

え1,000 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 

11,000 円 

⑺ 床面積の合計が 1,000 平方メートルを

超え 2,000 平方メートル以内のもの 

16,000 円 

⑻ 床面積の合計が 2,000 平方メートルを

超え 10,000 平方メートル以内のもの 

41,000 円 

⑼ 床面積の合計が 10,000 平方メートルを

超え 50,000 平方メートル以内のもの 

66,000 円 

⑽ 床面積の合計が 50,000 平方メートルを

超えるもの 133,000 円 

 別表第１の５の項中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」に、「６の

項」を「７の項及び８の項」に改め、同項⑴ア中「１４，０００円」を

「１５，０００円」に改め、同項⑴イ中「１７，０００円」を「２４，０００

円」に改め、同項⑴ウ中「２４，０００円」を「３４，０００円」に改め、同項

⑴エ中「５００平方メートル」を「３００平方メートル」に、「３５，０００

円」を「３７，０００円」に改め、同項⑴中ケをコとし、オからクまでをカから

ケまでとし、エの次に次のように加える。 

オ 床面積の合計が３００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの 

４２，０００円 
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別表第１の５の項⑵中「第１８条第２１項」を「第１８条第３０項」に改め、 

同項⑵エ中「５００平方メートル」を「３００平方メートル」に、「３３，０００

円」を「２８，０００円」に改め、同項⑵中ケをコとし、オからクまでをカから

ケまでとし、エの次に次のように加える。 

オ 床面積の合計が３００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの 

３６，０００円 

 別表第１中５の項を６の項とし、４の項を５の項とし、３の項を４の項とし、

２の項の次に次の１項を加える。 
３  法第６条第１項の ⑴ 建築物エネルギー消費性能適合性判定 

 規定に基づく建築

物に関する確認の

申請又は法第１８

条第２項の規定に

基づく建築物に関

する計画の通知に

対する審査（建築

物のエネルギー消

費性能の向上等に

関する法律第１１

条第１項ただし書

（同条第２項にお

いて準用する場合

を含む。）又は同

法第１２条第２項

ただし書（同条第

３項において準用

す る 場 合 を 含

む。）の規定に基

づく建築物の場合

に限る。） 

を行うことが比較的容易な特定建築行為

として、建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律施行規則（平成２８

年国土交通省令第５号）第２条第１項第

１号イ又はロの基準に適合するもの（⑵

に掲げるものを除く。） １の項金額の

欄（昇降機を含む建築物の場合は２の項

金額の欄）の額に、次に定める額を加算

した金額 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

(ア) 床面積の合計が 200 平方メートル未

満のもの 14,000 円 

(イ) 床面積の合計が 200 平方メートル以

上のもの 16,000 円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

(ア) 床面積の合計が 300 平方メートル未

満のもの 27,000 円 

(イ) 床面積の合計が 300 平方メートル以

上 2,000 平方メートル未満のもの 

 43,000 円 

(ウ) 床面積の合計が 2,000 平方メートル

以上 5,000 平方メートル未満のもの 

  68,000 円 

(エ) 床面積の合計が 5,000 平方メートル

以上のもの 88,000 円 
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⑵ 建築物エネルギー消費性能適合性判定

を行うことが比較的容易な特定建築行為

として、建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律施行規則第２条第１

項第１号イ又はロの基準に適合するもの

（同令第１１条第２項及び第１２条第３

項の規定に基づくものに限る。） １の

項金額の欄（昇降機を含む建築物の場合

は２の項金額の欄）の額に、次に定める

額を加算して得た金額 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

(ア) 床面積の合計が 200 平方メートル未

満のもの 7,000 円 

(イ) 床面積の合計が 200 平方メートル以

上のもの 8,000 円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

(ア) 床面積の合計が 300 平方メートル未

満のもの 13,500 円 

(イ) 床面積の合計が 300 平方メートル以

上 2,000 平方メートル未満のもの 

 21,500 円 

(ウ) 床面積の合計が 2,000 平方メートル

以上 5,000 平方メートル未満のもの 

 34,000 円 

(エ) 床面積の合計が 5,000 平方メートル 

  以上のもの 44,000 円 

 別表第１備考２中「５の項」を「６の項」に改め、同表備考３中「９の項」を

「１１の項」に改める。 

別表第６の２の項⑴イ(ア)中「７，０００円」を「８，０００円」に改め、同項

⑴イ(イ )中「１４，０００円」を「２０，０００円」に改め、同項⑴イ(ウ )中

「２４，０００円」を「３４，０００円」に改め、同項⑴イ(エ)中「５００平方メ

ートル」を「３００平方メートル」に、「３１，０００円」を「３６，０００

円」に改め、同項⑴イ中(ケ)を(コ)とし、(オ)から(ク)までを(カ)から(ケ)までとし、(エ)の次

に次のように加える。 
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(オ) ３００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの ３９，０００ 

 円 

 別表第６の２の項⑴ウの次に次のように加える。 

エ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１１条第１項ただし

書（同条第２項において準用する場合を含む。）又は同法第１２条第２項た

だし書（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基づく建築物

の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ア) 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易な特定建

築行為として、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行

規則第２条第１項第１号イ又はロの基準に適合するもの 

ａ 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ａ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの １４，０００円 

(ｂ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの １６，０００円 

ｂ  住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

(ａ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ２７，０００円 

(ｂ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル

未満のもの ４３，０００円 

(ｃ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの ６８，０００円 

(ｄ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ８８，０００

円 

(イ) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１１条第２項及

び同法第１２条第３項の規定に基づき建築物エネルギー消費性能確保計

画の変更をして建築物の建築をするもの 
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ａ 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ａ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ７，０００円 

(ｂ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ８，０００円 

ｂ  住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

(ａ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １３，５００円 

(ｂ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未

満のもの ２１，５００円 

(ｃ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メート

ル未満のもの ３４，０００円 

(ｄ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ４４，０００

円 

別表第６の２の項⑵中エをオとし、ウの次に次のように加える。 

 エ ⑴エの額 

 別表第６の４の項⑴ウの次に次のように加える。 

 エ ２の項金額の欄⑴エの額 

 別表第６の４の項⑵中エをオとし、ウの次に次のように加える。 

 エ ２の項金額の欄⑴エの額 

 別表第７の１の項中⑸を⑹とし、⑷を⑸とし、⑶の次に次のように加える。 

⑷ ⑴以外の場合で、基準省令第１０条第２号イ⑴及びロ⑵に定める基準又は

同号イ⑵及びロ⑴に定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ア) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ２９，０００円 

(イ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ３３，０００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次
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に定める額 

(ア) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ５９，０００円 

(イ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満 

のもの １００，０００円 

(ウ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル

未満のもの １７５，０００円 

(エ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ２５６，０００ 

    円 

別表第７の２の項中「又は⑶」を「から⑷まで」に改め、同項⑴ア中「７，０００

円」を「８，０００円」に改め、同項⑴イ中「１４，０００円」を「２０，０００

円」に改め、同項⑴ウ中「２４，０００円」を「３４，０００円」に改め、同項

⑴エ中「５００平方メートル」を「３００平方メートル」に、「３１，０００

円」を「３６，０００円」に改め、同項⑴中ケをコとし、オからクまでをカから

ケまでとし、エの次に次のように加える。 

  オ ３００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの ３９，０００円 

 別表第７の２の項中⑶を⑷とし、⑵の次に次のように加える。 

⑶ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１１条第１項ただし

書（同条第２項において準用する場合を含む。）又は同法第１２条第２項た

だし書（同条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特定建築行

為の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第２条第１

項第１号イ又はロの基準に適合する場合（イに掲げるものを除く。） 

(ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの １４，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの １６，０００円 
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(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ２７，０００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未

満のもの ４３，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メート

ル未満のもの ６８，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ８８，０００

円 

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第２条第１

項第１号イ又はロの基準に適合する場合（同令第１１条第２項及び第１２

条第３項の規定に基づくものに限る。） 

(ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ７，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ８，０００円 

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １３，５００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未

満のもの ２１，５００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メート

ル未満のもの ３４，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ４４，０００

円 

別表第７の４の項中「又は⑶」を「から⑷まで」に改める。 
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 別表第９の１の項中「第１２条第１項又は第１３条第２項」を「第１１条第１

項又は第１２条第２項」に改め、同項金額の欄を次のように改める。 

一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得 

た金額 

⑴ 法第２９条第３項に規定する他の建築

物について、当該建築物が記載された同

条第１項に規定する建築物エネルギー消

費性能向上計画が法第３０条第１項の認

定又は法第３１条第１項の変更の認定を

受けたことを示す書類が提出された場合 

ア 一戸建ての住宅 5,000 円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

(ア) 床面積の合計（市長が別に定める

建築物については、共用部分の床面

積を除く。(イ)から(エ)まで並びに⑵イ

及び⑷イ並びに２の項⑴イ並びに⑵

イ及び⑷イ並びに７の項⑴イ並びに

⑵イ及び⑷イにおいて同じ。）が

30 0 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 

 11,000 円 

(イ) 床面積の合計が 300 平方メートル

以上 2,000 平方メートル未満のもの 

 23,000 円 

(ウ) 床面積の合計が 2,000 平方メート 

ル以上 5,000 平方メートル未満のも 

の 52,000 円 

(エ) 床面積の合計が 5,000 平方メート 

ル以上のもの 94,000 円 

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部

分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

(ア) 床面積の合計（市長が別に定める

算定方法によって算定したものをい

う。以下(イ)から(キ)まで並びに⑸及び

⑹並びに２の項⑴ウ並びに⑸及び⑹

並びに７の項⑴ウ並びに⑸及び⑹に

おいて同じ。）が 300 平方メートル

未満のもの 11,000 円 

(イ) 床面積の合計が 300 平方メートル

以上 1,000 平方メートル未満のもの 
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 19,000 円 

(ウ) 床面積の合計が 1,000 平方メート 

ル以上 2,000 平方メートル未満のも 

の 31,000 円 

(エ ) 床面積の合計が 2,000 平方メート 

ル以上 5,000 平方メートル未満のも

の 94,000 円 

(オ) 床面積の合計が 5,000 平方メート 

ル以上 10,000 平方メートル未満の 

もの 149,000 円 

(カ) 床面積の合計が 10,000 平方メート 

ル以上 25,000 平方メートル未満の 

もの 188,000 円 

(キ) 床面積の合計が 25,000 平方メート 

ル以上のもの 235,000 円 

⑵ ⑴以外の場合で、基準省令第１条第１

項第２号イ⑴及びロ⑴に定める基準に適

合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

(ア) 床面積の合計が 200 平方メートル

未満のもの 40,000 円 

(イ) 床面積の合計が 200 平方メートル

以上のもの 44,000 円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

(ア) 床面積の合計が 300 平方メートル

未満のもの 80,000 円 

(イ) 床面積の合計が 300 平方メートル

以上 2,000 平方メートル未満のもの 

 135,000 円 

(ウ) 床面積の合計が 2,000 平方メート

ル以上 5,000 平方メートル未満のも

の 230,000 円 

(エ) 床面積の合計が 5,000 平方メート

ル以上のもの 330,000 円 

⑶ ⑴以外の場合で、基準省令第１条第１

項第２号イ⑵及びロ⑵に定める基準又は

基準省令第１０条第２号イ⑵及びロ⑵に

定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

(ア) 床面積の合計が 200 平方メートル
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未満のもの 20,000 円 

(イ) 床面積の合計が 200 平方メートル

以上のもの 22,000 円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

(ア) 床面積の合計が 300 平方メートル

未満のもの 38,000 円 

(イ) 床面積の合計が 300 平方メートル

以上 2,000 平方メートル未満のもの 

 66,000 円 

(ウ) 床面積の合計が 2,000 平方メート

ル以上 5,000 平方メートル未満のも

の 121,000 円 

(エ) 床面積の合計が 5,000 平方メート

ル以上のもの 183,000 円 

⑷ ⑴以外の場合で、基準省令第１条第１

項第２号イ⑴及びロ⑴に定める基準並び

に基準省令第１条第１項第２号イ⑵及び

ロ⑵に定める基準又は基準省令第１０条

第２号イ⑵及びロ⑵に定める基準を併用

するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

(ア) 床面積の合計が 200 平方メートル

未満のもの 29,000 円 

(イ) 床面積の合計が 200 平方メートル

以上のもの 33,000 円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

(ア) 床面積の合計が 300 平方メートル

未満のもの 59,000 円 

(イ) 床面積の合計が 300 平方メートル

以上 2,000 平方メートル未満のもの 

 100,000 円 

(ウ) 床面積の合計が 2,000 平方メート

ル以上 5,000 平方メートル未満のも

の 175,000 円 

(エ) 床面積の合計が 5,000 平方メート

ル以上のもの 256,000 円 

⑸ ⑴以外の場合で、基準省令第１条第１

項第１号イに定める基準に適合するもの 

 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に
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定める額 

ア 床面積の合計が 300 平方メートル未

満のもの 267,000 円 

イ 床面積の合計が 300 平方メートル以

上 1,000 平方メートル未満のもの 

 334,000 円 

ウ 床面積の合計が 1,000 平方メートル

以上 2,000 平方メートル未満のもの 

 432,000 円 

エ 床面積の合計が 2,000 平方メートル

以上 5,000 平方メートル未満のもの 

 616,000 円 

オ 床面積の合計が 5,000 平方メートル

以上 10,000 平方メートル未満のもの 

 759,000 円 

カ 床面積の合計が 10,000 平方メートル

以上 25,000 平方メートル未満のもの 

 898,000 円 

キ 床面積の合計が 25,000 平方メートル

以上のもの 1,024,000 円 

⑹ ⑴以外の場合で、基準省令第１条第１

項第１号ロに定める基準に適合するもの 

 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

ア 床面積の合計が 300 平方メートル未

満のもの 102,000 円 

イ 床面積の合計が 300 平方メートル以

上 1,000 平方メートル未満のもの 

 130,000 円 

ウ 床面積の合計が 1,000 平方メートル

以上 2,000 平方メートル未満のもの 

 171,000 円 

エ 床面積の合計が 2,000 平方メートル

以上 5,000 平方メートル未満のもの 

 277,000 円 

オ 床面積の合計が 5,000 平方メートル

以上 10,000 平方メートル未満のもの 

 362,000 円 

カ 床面積の合計が 10,000 平方メートル

以上 25,000 平方メートル未満のもの 

 435,000 円 

キ 床面積の合計が 25,000 平方メートル 

以上のもの 510,000 円 
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 別表第９の２の項中「第１２条第２項又は第１３条第３項」を「第１１条第２

項又は第１２条第３項」に改め、同項金額の欄を次のように改める。 

一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得 

た金額。ただし、新たに追加される建築物に

ついては、１の項金額の欄に定める額とす

る。 

⑴ 法第２９条第３項に規定する他の建築

物について、当該建築物が記載された同

条第１項に規定する建築物エネルギー消

費性能向上計画が法第３０条第１項の認

定又は法第３１条第１項の変更の認定を

受けたことを示す書類が提出された場合 

ア 一戸建ての住宅 2,500 円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

(ア) 床面積の合計が 300 平方メートル

未満のもの 5,500 円 

(イ) 床面積の合計が 300 平方メートル

以上 2,000 平方メートル未満のもの 

 11,500 円 

(ウ) 床面積の合計が 2,000 平方メート

ル以上 5,000 平方メートル未満のもの 

  26,000 円 

(エ) 床面積の合計が 5,000 平方メート

ル以上のもの 47,000 円 

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部

分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

(ア) 床面積の合計が 300 平方メートル

未満のもの 5,500 円 

(イ) 床面積の合計が 300 平方メートル

以上 1,000 平方メートル未満のもの 

 9,500 円 

(ウ) 床面積の合計が 1,000 平方メート

ル以上 2,000 平方メートル未満のもの 

  15,500 円 

(エ) 床面積の合計が 2,000 平方メート

ル以上 5,000 平方メートル未満のもの 

 47,000 円 

(オ) 床面積の合計が 5,000 平方メート 

ル以上 10,000 平方メートル未満の 
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もの 74,500 円 

(カ) 床面積の合計が 10,000 平方メート 

ル以上 25,000 平方メートル未満の 

もの 94,000 円 

(キ) 床面積の合計が 25,000 平方メート 

ル以上のもの 117,500 円 

⑵ ⑴以外の場合で、基準省令第１条第１

項第２号イ⑴及びロ⑴に定める基準に適

合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

(ア) 床面積の合計が 200 平方メートル

未満のもの 20,000 円 

(イ) 床面積の合計が 200 平方メートル

以上のもの 22,000 円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

(ア) 床面積の合計が 300 平方メートル

未満のもの 40,000 円 

(イ) 床面積の合計が 300 平方メートル

以上 2,000 平方メートル未満のもの 

 67,500 円 

(ウ) 床面積の合計が 2,000 平方メート

ル以上 5,000 平方メートル未満のも

の 115,000 円 

(エ) 床面積の合計が 5,000 平方メート

ル以上のもの 165,000 円 

⑶ ⑴以外の場合で、基準省令第１条第１

項第２号イ⑵及びロ⑵に定める基準又は

基準省令第１０条第２号イ⑵及びロ⑵に

定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

(ア) 床面積の合計が 200 平方メートル

未満のもの 10,000 円 

(イ) 床面積の合計が 200 平方メートル

以上のもの 11,000 円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

(ア) 床面積の合計が 300 平方メートル

未満のもの 19,000 円 

(イ) 床面積の合計が 300 平方メートル
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以上 2,000 平方メートル未満のもの 

 33,000 円 

(ウ) 床面積の合計が 2,000 平方メート

ル以上 5,000 平方メートル未満のも

の 60,500 円 

(エ) 床面積の合計が 5,000 平方メート

ル以上のもの 91,500 円 

⑷ ⑴以外の場合で、基準省令第１条第１

項第２号イ⑴及びロ⑴に定める基準並び

に基準省令第１条第１項第２号イ⑵及び

ロ⑵に定める基準又は基準省令第１０条

第２号イ⑵及びロ⑵に定める基準を併用

するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

(ア) 床面積の合計が 200 平方メートル

未満のもの 14,500 円 

(イ) 床面積の合計が 200 平方メートル

以上のもの 16,500 円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

(ア) 床面積の合計が 300 平方メートル

未満のもの 29,500 円 

(イ) 床面積の合計が 300 平方メートル

以上 2,000 平方メートル未満のもの 

 50,000 円 

(ウ) 床面積の合計が 2,000 平方メート

ル以上 5,000 平方メートル未満のもの 

 87,500 円 

(エ) 床面積の合計が 5,000 平方メート 

ル以上のもの 128,000 円 

⑸ ⑴以外の場合で、基準省令第１条第１

項第１号イに定める基準に適合するもの 

 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

ア 床面積の合計が 300 平方メートル未

満のもの 133,500 円 

イ 床面積の合計が 300 平方メートル以

上 1,000 平方メートル未満のもの 

 167,000 円 

ウ 床面積の合計が 1,000 平方メートル

以上 2,000 平方メートル未満のもの 

216,000 円 
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エ 床面積の合計が 2,000 平方メートル

以上 5,000 平方メートル未満のもの 

308,000 円 

オ 床面積の合計が 5,000 平方メートル

以上 10,000 平方メートル未満のもの 

 379,500 円 

カ 床面積の合計が 10,000 平方メートル

以上 25,000 平方メートル未満のもの 

 449,000 円 

キ 床面積の合計が 25,000 平方メートル

以上のもの 512,000 円 

⑹ ⑴以外の場合で、基準省令第１条第１

項第１号ロに定める基準に適合するもの 

 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

ア 床面積の合計が 300 平方メートル未

満のもの 51,000 円 

イ 床面積の合計が 300 平方メートル以

上 1,000 平方メートル未満のもの 

 65,000 円 

ウ 床面積の合計が 1,000 平方メートル

以上 2,000 平方メートル未満のもの 

 85,500 円 

エ 床面積の合計が 2,000 平方メートル

以上 5,000 平方メートル未満のもの 

 138,500 円 

オ 床面積の合計が 5,000 平方メートル

以上 10,000 平方メートル未満のもの 

 181,000 円 

カ 床面積の合計が 10,000 平方メートル

以上 25,000 平方メートル未満のもの 

 217,500 円 

キ 床面積の合計が 25,000 平方メートル 

以上のもの 255,000 円 

 別表第９の３の項中「第３４条第１項」を「第２９条第１項」に改め、同項⑴

中「第３５条第１項各号」を「第３０条第１項各号」に改め、同項⑴イ(ア)中「住

宅用途を含む建築物にあっては、市長が別に定める算定方法で算定したものをい

う。以下この項、５の項及び７の項」を「市長が別に定める建築物については、

共用部分の床面積を除く。(イ)から(エ)まで及び⑵イ並びに５の項⑴イ及び⑵イ」に
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改め、同項中⑸を⑹とし、⑷を⑸とし、⑶の次に次のように加える。 

 ⑷ ⑴以外の場合で、基準省令第１０条第２号イ⑴及びロ⑵に定める基準又は

同号イ⑵及びロ⑴に定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ア) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ２９，０００円 

(イ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ３３，０００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

(ア) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ５９，０００円 

(イ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満 

のもの １００，０００円 

(ウ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル 

未満のもの １７５，０００円 

(エ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ２５６，０００ 

 円 

 別表第９の４の項中「第３４条第１項」を「第２９条第１項」に、「第３５条

第２項」を「第３０条第２項」に、「又は⑶」を「から⑷まで」に改め、同

項⑴ア中「７，０００円」を「８，０００円」に改め、同項⑴イ中「１４，０００

円」を「２０，０００円」に改め、同項⑴ウ中「２４，０００円」を「３４，０００

円」に改め、同項⑴エ中「５００平方メートル」を「３００平方メートル」に、

「３１，０００円」を「３６，０００円」に改め、同項⑴中ケをコとし、オから

クまでをカからケまでとし、エの次に次のように加える。 

  オ 床面積の合計が３００平方メートルを超え５００平方メートル以内のも

の ３９，０００円 

 別表第９の４の項中⑶を⑷とし、⑵の次に次のように加える。 
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 ⑶ 法第１１条第１項ただし書（同条第２項において準用する場合を含む。）

又は法第１２条第２項ただし書（同条第３項において準用する場合を含

む。）に規定する特定建築行為の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第２条第１

項第１号イ又はロの基準に適合するもの（イに掲げるものを除く。） 

(ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの １４，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの １６，０００円 

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ 

次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ２７，０００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未

満のもの ４３，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メート

ル未満のもの ６８，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ８８，０００

円 

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第２条第１

項第１号イ又はロの基準に適合するもの（同令第１１条第２項及び第１２

条第３項の規定に基づくものに限る。） 

(ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ７，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ８，０００円 

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ
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次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １３，５００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未

満のもの ２１，５００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メート

ル未満のもの ３４，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ４４，０００

円 

別表第９の５の項中「第３６条第１項」を「第３１条第１項」に改め、同項⑴

中「第３５条第１項各号」を「第３０条第１項各号」に改め、同項中⑸を⑹とし、

⑷を⑸とし、⑶の次に次のように加える。 

 ⑷ ⑴以外の場合で、基準省令第１０条第２号イ⑴及びロ⑵に定める基準又は

同号イ⑵及びロ⑴に定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ア) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの １４，５００円 

(イ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの １６，５００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

(ア) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ２９，５００円 

(イ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満 

のもの ５０，０００円 

(ウ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル

未満のもの ８７，５００円 

(エ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの １２８，０００

円 

- 21 -



 別表第９の６の項中「第３６条第１項」を「第３１条第１項」に、「第３５条

第２項」を「第３０条第２項」に、「又は⑶」を「から⑷まで」に改める。 

 別表第９の７の項を削り、同表の８の項中「（平成２８年国土交通省令第５

号）第１１条」を「第１３条」に改め、同項⑵中「基準省令」を「⑴以外の場合

で、基準省令」に改め、同項⑵を同項⑹とし、同項⑴中「基準省令」を「⑴以外

の場合で、基準省令」に改め、「（法第３４条第３項に規定する他の建築物につ

いて、法第３５条第１項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこ

れに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合を除く。）」を削

り、同項⑴を同項⑸とし、同項金額の欄に⑴から⑷までとして次のように加える。 

⑴ 法第２９条第３項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された

同条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が法第３０条第１項

の認定又は法第３１条第１項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出され

た場合 

ア 一戸建ての場合 ２，５００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

(ア) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ５，５００円 

(イ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

もの １１，５００円 

(ウ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未

満のもの ２６，０００円 

(エ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ４７，０００円 

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

(ア) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ５，５００円 
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(イ) 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満の

もの ９，５００円 

(ウ) 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未

満のもの １５，５００円 

(エ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未

満のもの ４７，０００円 

(オ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル

未満のもの ７４，５００円 

(カ) 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メート

ル未満のもの ９４，０００円 

(キ) 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のもの １１７，５００

円 

⑵ ⑴以外の場合で、基準省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に定める基準に

適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ア) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ２０，０００円 

(イ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ２２，０００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

(ア) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ４０，０００円 

(イ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

もの ６７，５００円 

(ウ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未

満のもの １１５，０００円 

(エ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの １６５，０００円 
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⑶ ⑴以外の場合で、基準省令第１条第１項第２号イ⑵及びロ⑵に定める基準又

は基準省令第１０条第２号イ⑵及びロ⑵に定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ア) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの １０，０００円 

(イ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの １１，０００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

(ア) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １９，０００円 

(イ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

もの ３３，０００円 

(ウ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未

満のもの ６０，５００円 

(エ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ９１，５００円 

⑷ ⑴以外の場合で、基準省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に定める基準並

びに基準省令第１条第１項第２号イ⑵及びロ⑵又は基準省令第１０条第２号イ

⑵及びロ⑵の基準を併用するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ア) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの １４，５００円 

(イ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの １６，５００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

(ア) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ２９，５００円 

(イ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の

もの ５０，０００円 

(ウ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未
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満のもの ８７，５００円 

(エ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの １２８，０００円 

 別表第９中８の項を７の項とする。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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